
《消費者基本法》 

（地方公共団体の責務） 

 第四条  地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、国の施

策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。  

（苦情処理及び紛争解決の促進） 

 第十九条  地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切

かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都都都都

道府県道府県道府県道府県は、市町村（特別区を含む。）との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要

とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなけ

ればならない。 

 

《消費者安全法》 

（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施） 

第八条 都道府県都道府県都道府県都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。 

 一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する技術的援助を行う

こと。 

 二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。 

  イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必

要とするものに応じること。 

  ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域

的な見地を必要とするものを行うこと。 

  ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要

とするものを行うこと。 

  ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対

し提供すること。 

 三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 

 四 （略） 

２ 市町村市町村市町村市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。 

 一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 

 二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 

 三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。 

 四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 

 五 （略） 

（消費生活センターの設置） 

第十条 都道府県都道府県都道府県都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置し

なければならない。 

 一 第八条第一項第二号イの相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号イ及びロに掲げる事務に従事さ

せるものであること。 

 二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているも

のであること。 

 三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するもの

であること。 

２ 市町村市町村市町村市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を

設置するよう努めなければならない。 

 一 第八条第二項第一号の相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号及び同項第二号に掲げる事務に従

事させるものであること。 

 二 第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているも

のであること。 

 三 その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するもの

であること。 

３ 都道府県知事又は市町都道府県知事又は市町都道府県知事又は市町都道府県知事又は市町村長村長村長村長は、第一項又は前項の施設又は機関（以下「消費生活センター」という。）を設置し

たときは、遅滞なく、その名称及び住所その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 
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